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議第１号説明資料③

200年確率降雨時
に３ｍ以上浸水
するところに
家屋があると

通常
2階建ては
３ｍ程度

●平屋は水没する。
●２階の床面が浸水する
●木造家屋は浮き上がる
可能性がある

重点的に水害に対する
取り組みを行う区域
＝重点地区

水害に強い地域づくりの取組地区（重点地区）の考え方



水害に強い地域づくりの取組フロー



流域治水条例に係る浸水警戒区域の規定

第13条 知事は、200年につき１回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた
場合における想定浸水深を踏まえ、浸水が発生した場合には建築物が浸水し、県民
の生命または身体に著しい被害を生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一
定の建築物の建築の制限をすべきものを浸水警戒区域として指定することができる。

２ 前項の規定による指定は、当該指定の区域および想定水位（前項に規定する想定
浸水深に係る水位であって、建築物の建築の制限の基準となるべきものをいう。以下
同じ。）を明らかにしてするものとする。

３ 知事は、第１項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定める
ところにより、その旨を公告し、当該指定の案を当該公告の日から起算して２週間公
衆の縦覧に供しなければならない。

４ 前項の規定による公告があったときは、指定をしようとする区域の住民および利害
関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、知
事に意見書を提出することができる。

５ 知事は、第１項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、前項の規定に
より提出された意見書の写しを添えて、関係市町の長および滋賀県流域治水推進審
議会の意見を聴かなければならない。

６ 知事は、第１項の規定による指定をするときは、規則で定めるところにより、その旨
ならびに当該指定の区域および想定水位を告示しなければならない。

７ 第１項の規定による指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

８ 第２項から前項までの規定は、浸水警戒区域の変更および指定の解除について準
用する。

９ 浸水警戒区域は、建築基準法第39条第１項の規定による災害危険区域とする。

～滋賀県流域治水の推進に関する条例の抜粋～



現地測量等

浸水深図＋ライン

～浸水警戒区域の範囲の設定方法の考え方～
区域境界線の決定方法
◎「段差」（道路、水路、擁壁、ブロック、畦畔等）で境界線を決める。

◎上記の方法で決められない場合は、目視、現地測量を行い、用途や地形地物、土地境界
等を参考に作成

◎住民WGや説明会等での提示を経て、区域（案）を決定。

～浸水警戒区域の範囲の設定方法の具体例～

地先の安全度マップ（浸水深図）により区域境界線を引く。

現地調査を実施し、区域境界の段差を確認し、区域境界線を決める。

・下記凡例による着色部分が浸水
深3ｍ以上の浸水が予測されてい
る区域

区域境界設定の理由

明確な段差が確認できるため、段差
を境界とし、写真の右側の標高が低
い方を区域内、左側の高い方を区域
外とする。

①

①

高い

低い



メッシュ浸水位データから等水位線の作成

～想定水位の設定手順～

◎地先の安全度マップによるメッシュ毎の浸水位データを用いて、10㎝単位の等水位線を作成。
◎現地踏査結果等を踏まえて、段差（道路、水路、擁壁、ブロック、畦畔等）を参考にして想定水位
を設定する大まかな区画割を作成。
◎区画割と等水位線を重ね合わせて、区画割を細分化し、想定水位を設定する。

区画割の作成と想定水位の設定

地先の安全度マップのメッシュ毎の浸水
位データを用いて10㎝ピッチの等水位線
を作成する。

大まかな区画と等水位線を確認し、区画の細分化を検討
し、区画ごとの想定水位を設定する。

想定水位：建築物の建築制限の基準


